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〇 農業競争力強化農地整備事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振第2605号・29生畜第1500号 

農林水産省農村振興局長・生産局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第１ 趣旨 

本事業の実施に当たっての運用については、農業競争力強化

農地整備事業実施要綱（平成30年３月30日付け29農振第2604号

農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）によるほ

か、この要領に定めるところによる。 

第１ 趣旨 

本事業の実施に当たっての運用及び取扱いについては、農業

競争力強化農地整備事業実施要綱（平成30年３月30日付け29農

振第2604号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）

によるほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 事業の内容 

１ 要綱第２の１の農地整備事業（以下「農地整備事業」とい

う。）に係る運用は、別紙１によるものとする。 

 

２～５ （略） 

 

第２ 事業の内容 

１ 要綱第２の１の農地整備事業（以下「農地整備事業」とい

う。）に係る運用及び取扱いは、それぞれ別紙１によるものと

する。 

２～５ （略） 

第４ 採択要件 

第２に掲げる事業の採択要件については、それぞれの運用に

定めるところによるほか、農地整備事業及び草地畜産基盤整備

事業については、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 

１ （略） 

２ 第３の１の（２）の農地集積促進区分により事業を実施す

る場合にあっては、別紙１第６の１の（２）に定める基盤整

備関連経営体育成等促進計画（以下「促進計画」という。）の

目標年度において、当該事業の受益面積に占める担い手の経

第４ 採択要件 

第２に掲げる事業の採択要件については、それぞれの運用又

は取扱いに定めるところによるほか、農地整備事業及び草地畜

産基盤整備事業については、次に掲げる要件を満たすものとす

る。 

１ （略） 

２ 第３の１の（２）の農地集積促進区分により事業を実施す

る場合にあっては、生産基盤整備事業等（別紙１別表１の区

分の欄の１から３までの事業をいう。以下同じ。）の完了時に

おいて、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地
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営等農用地面積の割合（以下「担い手農地利用集積率」とい

う。）が当該事業の受益面積に占める水田及び畑作物（経営所

得安定対策等実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7133

号農林水産事務次官依命通知）の別紙２に規定する畑作物）

を作付けする畑地を合わせた面積の割合がおおむね８割以上

の場合にあっては80パーセント以上、それ以外の場合にあっ

ては50パーセント以上となることが確実と見込まれるもので

あること。なお、担い手及び経営等農用地の定義は、別紙１

によるものとする。 

３・４ （略） 

 

面積の割合（以下「担い手農地利用集積率」という。）が50パ

ーセント以上となることが確実と見込まれるものであるこ

と。なお、担い手及び経営等農用地の定義は、別紙１による

ものとする。 

 

 

 

 

 

３・４ （略） 

第５ 事業の審査 

  要綱第７の２の審査については、土地改良法（昭和24年法律

第195号。以下「法」という。）に基づく事業を実施する場合に

は、次に掲げる条件に照らして行うものとする。 

１・２ （略） 

３ 食料・農業・農村基本計画又は地域農業の方向に沿ったも

のであること。 

４ 農地の排水条件等に沿った整備であること。 

５～９ （略） 

 

第５ 事業の審査 

  要綱第７の２の審査については、土地改良法（昭和24年法律

第195号。以下「法」という。）に基づく事業を実施する場合に

は、次に掲げる条件に照らして行うものとする。 

１・２ （略） 

３ 地域農業の方向に沿ったものであること。 

 

（新設） 

４～８ （略） 
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別紙１（農地整備事業に係る運用） 

 

別紙１（農地整備事業に係る運用） 

 

第２ 定義 

本事業に係る次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定める

ところによる。 

１ （略） 

２ 経営等農用地 所有権若しくは利用権（農業経営基盤強化

促進法第４条第３項第１号の利用権をいう。以下同じ。）等の

権原に基づき、又は農作業受託（基幹ほ場３作業の受託を行

っているものをいう。）により集積された農地をいう。 

なお、基幹ほ場３作業とは、稲作にあっては次に掲げる作

業のうち農業者が主なものとして選択する３つの作業とし、

畑作にあっては（１）、（３）又は（４）のうち農業者が主な

ものとして選択する２つの作業とする。ただし、特別な栽培

手法による場合にあっては、次に掲げる作業に準ずるものと

する。 

（１）～（４）（略） 

３ 担い手 次に定める基準のいずれかを満たす経営体をい

う。 

 

 

 

（１）認定農業者（農業経営基盤強化促進法第12条第１項に基

づき、市町村から農業経営改善計画の認定を受けた経営体

又は農業経営基盤強化促進法第23条第４項に規定する特定

農業法人をいう。以下同じ。）であること。 

第２ 定義 

本事業に係る次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定める

ところによる。 

１ （略） 

２  経営等農用地 所有権若しくは利用権（農業経営基盤強化

促進法第４条第３項第１号の利用権をいう。以下同じ。）等の

権原に基づき、又は農作業受託（基幹ほ場３作業の受託を行

っているものをいう。）により集積された農地をいう。 

なお、基幹ほ場３作業とは、稲作にあっては次に掲げる作

業のうち農業者が主なものとして選択する３つの作業とし、

畑作にあっては（１）、（３）又は（４）のうち農業者が主な

ものとして選択する２つの作業とする。ただし、特別な栽培

手法による場合にあっては、次に掲げる作業に順じるものと

する。 

（１）～（４）（略） 

３ 担い手 次に定める基準を満たす農業者又は農業者の組織

する団体をいう。なお、それぞれの地域の実情を勘案（市町

村基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定す

る基本構想をいう。以下同じ。）における営農類型ごとの農業

経営の指標等を勘案することをいう。）できるものとする。 

（１）農業者（農地所有適格法人を含む。）の場合 

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第12条第１項の認

定を受けた者をいう。以下同じ。）であること又は次に掲げ

る全ての要件を備えていること。 
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ア 専ら若しくは主としてその農業経営に従事すると認めら

れる16歳以上の農業従事者がいるものであること又は後継

者が近く農業に従事する見込みがあると認められること

（農地所有適格法人にあっては、常時従事者たる構成員の

中に当該農業従事者がいるものであること） 

イ その者が現に農業経営者として農業に従事しているか、

新規就農希望者（農業後継者を含む。）又は新たな分野の農

業を始めようとする農業者であって、かつ、農業によって

自立しようとする意欲と必要な知識及び技術を有すると認

められること。 

ウ 生産基盤整備事業等の完了時における経営等農用地の面

積（農地所有適格法人にあっては、経営等農用地の面積を

その常時従事者たる構成員の数で除して算出した面積）

が、おおむね3.5ヘクタール（露地野菜単一経営、果樹単一

経営及び施設園芸単一経営にあっては作物ごとに市町村長

が都道府県知事と協議して定める面積、北海道にあっては

北海道知事があらかじめ農村振興局長の意見を聴いて地域

ごとに定める面積）を超えていること。 

なお、この基準の適用が困難な地域にあっては、市町村

長が都道府県知事と協議してこの基準と異なる面積とする

ことができるが、この協議に際して都道府県知事はあらか

じめ地方農政局長等の意見を聴くものとする。 

エ 事業実施地区について、第６の１の（１）のイにより市

町村が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画（以下

「促進計画」という。）の目標年度までに認定農業者となる

ことが確実と見込まれること。 
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（２）認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法第14条の４に

基づき、市町村から青年等就農計画の認定を受けた経営体

をいう。以下同じ。）であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）集落営農組織（農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律（平成18年法律第88号）第２条

第４項第１号ハに定める組織をいう。以下同じ。）であるこ

と。 

 

 

 

 

なお、促進計画の目標年度は、生産基盤整備事業等の完

了予定年度の５年後までのいずれかの年度とすることと

し、対象事業の進捗状況に応じて変更することができるも

のとする。 

（２）生産組織の場合 

次に掲げる全ての要件を備えていること。 

ア 農業者の組織であり、その構成員の加入脱退にかかわ

らず、同一の目的を有する組織体として存続し、代表

者、組織の運営、機械・施設の管理利用、受託料金等に

関する規約を定めているものであること。 

イ 主たる従事者の中に、（１）のア及びイの要件を満たす

者がいること。また、生産基盤整備事業等の完了時にお

いて、基幹ほ場３作業についてそれぞれのオペレーター

の作業面積（生産組織における受託以外で自らの所有権

等に基づき農作業を行っている場合には、当該作業面積

を含む。）が（１）のウに定める基準を超えていること。 

ウ 促進計画の目標年度までに法人となり認定農業者とな

ることが確実と見込まれること。 

（３）集落営農の場合 

特定農業団体（農業経営基盤強化促進法第23条第４項に

定める特定農業団体をいう。以下同じ。）又は次に掲げる全

ての要件を満たす組織（以下「特定農業団体等」という。）

であることが確実と見込まれること。 

ア 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関す

る事項、代表者に関する事項、総会の議決事項等が定め

られている定款又は規約を有していること。 
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イ その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社

員又は株主とする農地所有適格法人となることに関する

計画であって、次に掲げる基準に適合するものを有して

おり、かつ、その達成が確実と見込まれること。 

（ア）農地所有適格法人となる予定年月日が定められて

おり、かつ、その日が、当該計画の策定の日（以下

「計画策定日」という。）から起算して５年を経過す

る日前であること。 

（イ）当該団体が農地所有適格法人となるために実施す

る事項及びその実施時期が定められていること。 

（ウ）当該団体の主たる従事者が目標とする農業所得の

額（以下「目標農業所得額」という。）が定められて

おり、かつ、その額が、市町村基本構想において農

業経営基盤の強化の促進に関する目標として定めら

れた目標農業所得額と同等以上の水準であること。 

（エ）当該団体が目標とする農業経営の規模、生産方式

その他の農業経営の指標が定められており、かつ、

その内容が、市町村基本構想で定められた効率的か

つ安定的な農業経営の指標と整合するものであるこ

と。 

ウ その耕作に要する費用を全ての構成員が共同して負担

していること。 

エ その耕作に係る利益を全ての構成員に対し配分してい

ること。 

オ 市町村基本構想において定められた農用地利用改善事

業の実施の単位として適当であると認められる区域の基
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（４）市町村基本構想水準到達者（年間農業所得、営農類型、

経営規模等から判断して市町村基本構想（農業経営基盤強

化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。以下同

じ。）における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に

達しているとみなせる経営体をいう。以下同じ。）であるこ

と。 

（５）地域計画（農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地

域計画をいう。以下同じ。）のうち目標地図（農業経営基盤

強化促進法第19条第３項の地図をいう。）に位置付けられた

者（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村

基本構想水準到達者及び市町村が認める者。以下「中心経

営体」という。）であること。 

 

 

 

（６）その他担い手として育成すべきであると市町村長が認め

準に適合する区域における農地の利用の集積の目標（計

画策定日から起算して５年を経過する日前に、当該区域

内の農地の面積の３分の２以上（当該団体が、当該区域

内の生産調整面積の過半について主な基幹作業（水稲に

ついては耕起・代かき、田植え及び稲刈り・脱穀、麦及

び大豆については耕起・整地、播種及び収穫、その他の

品目についてはこれらに準ずる農作業をいう。）の委託を

受ける場合にあっては、２分の１以上）の利用の集積を

行うことを内容とするものに限る。）が定められており、

かつ、その達成が確実と見込まれること。 

（４）法人（農地所有適格法人を除く。）の場合 

促進計画の目標年度において認定農業者となることが確

実と見込まれるものとして市町村長が認定する者であるこ

と。 

 

 

（５）地域計画（農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地

域計画をいう。以下同じ。）のうち目標地図（農業経営基盤

強化促進法第19条第３項の地図をいう。）に位置付けられた

者（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織（農業の

担い手に対する経営安安定のための交付金の交付に関する

法律（平成18年法律第88号）第２条第４項第１号ハに定め

る組織）、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成してい

る農業者及び市町村が認める者。以下「中心経営体」とい

う。）であること。 

（６）その他担い手として育成すべきであると市町村長が認め
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た者であること。この場合、地域の農業の担い手に係る基

準が定められなければならない。 

４・５ （略） 

 

た者であること。 

 

４・５ （略） 

 

第３ 事業の内容 

農地整備事業の事業内容は、次に掲げるものとする。 

１・２ （略） 

３ 国営流域治水対策型 

国営農地再編整備事業等（国営農地再編整備事業実施要綱

（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第157号農林水産事務次官依

命通知）又は国営緊急農地再編整備事業実施要綱（平成20年

４月１日付け19農振第2056号農林水産事務次官依命通知）に

基づいて行われる事業をいう。以下同じ。）と一体的に実施す

る別表１の区分の欄の４の事業の事業種類の欄の（４）又は

（５）に掲げる事業 

４ 国営事業促進型 

国営農地再編整備事業等と一体的に実施する別表１の区分

の欄の４の事業種類の欄の（２）に掲げる事業 

 

 

 

 

 

５ 共通事項 

（１）埋蔵文化財調査事業（別表１の区分の欄の２の事業種類

の欄の（５）の事業をいう。以下同じ。） 

第３ 事業の内容 

農地整備事業の事業内容は、次に掲げるものとする。 

１・２ （略） 

３ 国営流域治水対策型 

国営農地再編整備事業（国営農地再編整備事業実施要綱

（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第157号農林水産事務次官依

命通知）又は国営緊急農地再編整備事業実施要綱（平成20年

４月１日付け19農振第2056号農林水産事務次官依命通知）に

基づいて行われる事業をいう。以下同じ。）と一体的に実施す

る別表１の区分の欄の４の事業の事業種類の欄の（４）又は

（５）に掲げる事業 

４ 国営事業促進型 

国営農地再編整備事業（国営農地再編整備事業実施要綱

（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第157号農林水産事務次官依

命通知）又は国営緊急農地再編整備事業実施要綱（平成20年

４月１日付け19農振第2056号農林水産事務次官依命通知）に

基づいて行われる事業をいう。以下同じ。）と一体的に実施す

る別表１の区分の欄の４の事業種類の欄の（２）に掲げる事

業 

５ 共通事項 

（１）埋蔵文化財調査事業（別表１の区分の欄の２の（５）の

事業をいう。以下同じ。） 
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埋蔵文化財調査事業とは、別表１の区分の欄の１の

（３）から（７）までに掲げる事業又はこれと併せて行う

ことにより事業の効率が高められる別表１の区分の欄の１

の（１）及び（２）に掲げる事業の区域で行う埋蔵文化財

の調査に関する事業であること。 

（２）（略） 

（３）農業経営高度化支援事業（別表１の区分の欄の４の事業

をいう。以下同じ。） 

ア （略） 

イ 高度土地利用調整事業のうち指導事業は、生産基盤整

備事業等（別紙１別表１の区分の欄の１から３までの事

業をいう。以下同じ。）の開始年度の前々年度から促進計

画に定める目標年度まで実施することができるものとす

る。ただし、生産基盤整備事業等の完了後にあっては、

調査・調整事業又は耕地利用高度化推進事業を実施する

場合に限って実施することができるものとする。 

ウ～シ （略） 

（４）（略） 

 

埋蔵文化財調査事業とは、別表１の区分の欄の１の

（３）から（７）までに掲げる事業又はこれと併せて行う

ことにより事業の効率が高められる別表１の区分の欄の１

の（１）及び（２）に掲げる事業の区域で行う埋蔵文化財

の調査に関する事業であること。 

（２）（略） 

（３）農業経営高度化支援事業（別表１の区分の欄の４の事業

をいう。以下同じ。） 

ア （略） 

イ 高度土地利用調整事業のうち指導事業は、生産基盤整

備事業等の開始年度の前々年度から促進計画に定める目

標年度まで実施することができるものとする。ただし、

生産基盤整備事業等の完了後にあっては、調査・調整事

業又は耕地利用高度化推進事業を実施する場合に限って

実施することができるものとする。 

 

ウ～シ （略） 

（４）（略） 

 

第４ 事業実施主体 

農地整備事業に係る要綱第４の農村振興局長等が別に定める

者とは、次に定めるとおりとする。 

１ （略） 

２ 高度土地利用調整事業のうち指導事業の事業実施主体は、

都道府県又は都道府県土地改良事業団体連合会とする。 

 

第４ 事業実施主体 

農地整備事業に係る要綱第４の農村振興局長等が別に定める

者とは、次に定めるとおりとする。 

１ （略） 

２ 指導事業（農業経営高度化支援事業の事業種類の欄の

（１）のアの事業をいう。以下同じ。）の事業実施主体は、都

道府県又は都道府県土地改良事業団体連合会とする。 



- 11 - 

３ 高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業及び水田貯留

機能向上支援事業の事業実施主体は、都道府県、市町村、土

地改良区、農業協同組合又は農地所有適格法人等とする。 

 

４～６ （略） 

 

３ 調査・調整事業（農業経営高度化支援事業の事業種類の欄

の（１）のイの事業をいう。以下同じ。）及び水田貯留機能向

上支援事業の事業実施主体は、都道府県、市町村、土地改良

区、農業協同組合又は農地所有適格法人等とする。 

４～６ （略） 

 

第５ 採択要件 

農地整備事業に係る要綱第６の１の農村振興局長等が別に定

める要件は、次に定めるとおりとする。 

１ 経営体育成型 

（１）生産基盤整備事業の事業種類の欄の（１）から（６）ま

でに掲げるものの受益面積の合計がおおむね20ヘクタール

以上であること。受益面積の確認に当たっては、受益地が

地形上接続していること又は農業用道路若しくは農業用用

排水施設で接続していることを原則とするが、次に掲げる

要件を全て満たす場合はこの限りでない。 

ア 農業委員会等の関係機関と十分に調整した上で、別記

様式第１号により集約化を進める基本的な方針が事業実

施地区に係る市町村により策定されていること。 

イ （略） 

ウ 農業委員会その他事業と密接な関係を有する団体の意

見を聴いた上で、別記様式第２号により農用地集積加速

化整備構想が地域の農業者や市町村、土地改良区、農業

協同組合等の農業関係者等により策定されていること。 

（２）アからウまでのいずれかの要件を満たすこと。 

ア 促進計画に定める目標年度において、担い手農地利用

第５ 採択要件 

農地整備事業に係る要綱第６の１の農村振興局長等が別に定

める要件は、次に定めるとおりとする。 

１ 経営体育成型 

（１）生産基盤整備事業の事業種類の欄の（１）から（６）ま

でに掲げるものの受益面積の合計がおおむね20ヘクタール

以上であること。受益面積の確認に当たっては、受益地が

地形上接続していること又は農業用道路若しくは農業用用

排水施設で接続していることを原則とするが、次に掲げる

要件を全て満たす場合はこの限りでない。 

ア 第６の１の（２）に示す集約化を進める基本的な方針

（以下「基本方針」という。）が事業実施地区に係る市町

村により策定されていること。 

イ （略） 

ウ 第６の１の（３）に示す農用地集積加速化整備構想

（以下「整備構想」という。）が地域の農業者や市町村、

土地改良区、農業協同組合等の農業関係者等により策定

されていること。 

（２）アからウまでのいずれかの要件を満たすこと。 

ア 生産基盤整備事業の完了時において、担い手農地利用
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集積率が、事業開始時（高度土地利用調整事業を生産基

盤整備事業等の開始年度以前に先行して実施している場

合にあっては､当該高度土地利用調整事業の開始時。以下

同じ。）に比べ別表２の区分の欄の１－１に示すとおり増

加することが確実と見込まれること。 

イ 促進計画に定める目標年度において、当該事業の受益

面積に占める担い手の経営等農用地のうち、集約化され

た農地面積の割合（以下「担い手農地集約化率」とい

う。）が、事業開始時に比べ別表２の区分の欄の１－２に

示すとおり増加することが確実と見込まれること。 

ウ 次に定める要件を全て満たすこと。 

（ア）事業完了時点において、次のいずれかを満たす農地

所有適格法人等が育成されることが確実と見込まれる

こと。 

ａ 農地所有適格法人が存在しない地区 

事業開始時に農地所有適格法人が設立されていない

地区においては、生産基盤整備事業等の完了時におい

て、経営所得安定対策実施要綱第７に基づき交付金の

交付を受ける農業者（以下「経営所得安定対策の加入

者」という。）となる農地所有適格法人が設立される

ことが確実と見込まれること。 

 

ｂ （略） 

（イ）促進計画に定める目標年度において、当該事業の受

益面積に占める（ア）の要件を満たす農地所有適格法

人等の経営等農用地面積の割合が、当該事業の受益面

集積率が、事業開始時（高度土地利用調整事業を生産基

盤整備事業等の開始年度以前に先行して実施している場

合にあっては､当該高度土地利用調整事業の開始時。以下

同じ。）に比べ別表２の区分の欄の１－１に示すとおり増

加することが確実と見込まれること。 

イ 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受

益面積に占める担い手の経営等農用地のうち、集約化さ

れた農地面積の割合（以下「担い手農地集約化率」とい

う。）が、別表２の区分の欄の１－２に示すとおり増加す

ることが確実と見込まれること。 

ウ 次に定める要件を全て満たすこと。 

（ア）事業完了時点において、次のいずれかを満たす農地

所有適格法人等が育成されることが確実と見込まれる

こと。 

ａ 農地所有適格法人が存在しない地区 

事業開始時に農地所有適格法人が設立されていない

地区においては、生産基盤整備事業等の完了時におい

て、経営所得安定対策実施要綱（平成22年経営第7133

号）第７に基づき交付金の交付を受ける農業者（以下

「経営所得安定対策の加入者」という。）となる農地

所有適格法人が設立されることが確実と見込まれるこ

と。 

ｂ （略） 

（イ）生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の

受益面積に占める（ア）の要件を満たす農地所有適格

法人等の経営等農用地面積の割合が、50パーセント以
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積に占める水田及び畑作物（経営所得安定対策等実施

要綱の別紙２に規定する畑作物）を作付けする畑地を

合わせた面積の割合がおおむね８割以上の場合にあっ

ては80パーセント以上、それ以外の場合にあっては50

パーセント以上となることが確実と見込まれること。 

（３）本地区の前歴事業において、事業実施後の作付状況に対

し、地方農政局長等により改善措置を講じるよう指導を受

けていないこと又は当該指導に対し、改善措置が適切に執

られていること。 

（４）（略） 

（５）水田貯留機能向上支援事業又は水田貯留機能向上推進事

業を行う場合にあっては、第６の６に示す水田貯留機能向

上計画が都道府県、市町村や土地改良区等の農業関係者等

により策定されており、受益面積の50パーセント以上で水

田貯留機能の向上に向けた取組が実施又は実施見込みであ

るとともに、以下に掲げるいずれかの流域治水対策を実施

する地域であること。 

ア～ウ （略） 

（６）～（８）（略） 

２ 中山間地域型 

（１）以下の要件を全て満たすこと。 

ア （略） 

イ 以下の（ア）から（ウ）までのいずれかの要件を満た

すこと。 

（ア）促進計画に定める目標年度において、担い手農地利

用集積率が、事業開始時に比べ別表２の区分の欄の２

上となることが確実と見込まれること。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（３）（略） 

（４）水田貯留機能向上支援事業及び水田貯留機能向上推進事

業を行う場合にあっては、第６の７に示す水田貯留機能向

上計画が都道府県、市町村や土地改良区等の農業関係者等

により策定されており、受益面積の50パーセント以上で水

田貯留機能の向上に向けた取組が実施又は実施見込みであ

るとともに、以下に掲げるいずれかの流域治水対策を実施

する地域であること。 

ア～ウ （略） 

（５）～（７）（略） 

２ 中山間地域型 

（１）以下の要件を全て満たすこと。 

ア （略） 

イ 以下の（ア）から（ウ）までのいずれかの要件を満た

すこと。 

（ア）生産基盤整備事業等の完了時において、担い手農地

利用集積率が、別表２の区分の欄の２－１のとおり増



- 14 - 

－１のとおり増加することが確実と見込まれること。 

（イ）促進計画に定める目標年度において、担い手農地集

約化率が、事業開始時に比べ別表２の区分の欄の２－

２のとおり増加することが確実と見込まれること。 

（ウ）１の（２）のウの（ア）及び（イ）の要件を全て満

たすこと。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

加することが確実と見込まれること。 

（イ）生産基盤整備事業等の完了時において、担い手農地

集約化率が、別表２の区分の欄の２－２のとおり増加

することが確実と見込まれること。 

（ウ）次に定める要件を全て満たすこと。 

 

ａ 事業完了時点において、次のいずれかを満たす農

地所有適格法人等が育成されることが確実と見込ま

れること。 

（ａ）農地所有適格法人が存在しない地区 

事業開始時に農地所有適格法人が設立されていな

い地区においては、生産基盤整備事業等の完了時に

おいて、経営所得安定対策の加入者となる農地所有

適格法人が設立されることが確実と見込まれるこ

と。 

（ｂ）農地所有適格法人が存在する地区 

事業開始時に特定農業法人以外の農地所有適格法

人が設立されている地区においては、生産基盤整備

事業等の完了時において、当該農地所有適格法人が

特定農業法人として農業経営基盤強化促進法第23条

第７項に基づく農用地利用規程に定められることが

確実と見込まれるとともに、経営所得安定対策の加

入者となることが確実と見込まれること。 

ｂ 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業

の受益面積に占めるａの要件を満たす農地所有適格

法人等の経営等農用地面積の割合が、50パーセント
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ウ 本地区の前歴事業において、事業実施後の作付状況に

対し、地方農政局長等により改善措置を講じるよう指導

を受けていないこと又は当該指導に対し、改善措置が適

切に執られていること。 

エ 中心経営体農地集積促進事業を行う場合にあっては、

１の（４）と同様とする。 

 

オ （略） 

（２）水田貯留機能向上支援事業又は水田貯留機能向上推進事

業を行う場合にあっては、１の（５）と同様とする。 

 

３ 国営流域治水対策型 

水田貯留機能向上支援事業又は水田貯留機能向上推進事業

を行う場合にあっては、１の（５）と同様とする。 

４ 国営事業促進型 

中心経営体農地集積促進事業を行う場合にあっては、国営

農地再編整備事業等の農地集積に係る計画の目標年度におい

て中心経営体集積率が80パーセント以上となること。 

 

以上となることが確実と見込まれること。 

（新設） 

 

 

 

ウ 中心経営体農地集積促進事業を行う場合にあっては、

促進計画に定める目標年度において中心経営体集積率が

55パーセント以上となること。 

エ （略） 

（２）水田貯留機能向上支援事業及び水田貯留機能向上推進事

業を行う場合にあっては、第５の１の（４）と同様とす

る。 

３ 国営流域治水対策型 

水田貯留機能向上支援事業又は水田貯留機能向上推進事業

を行う場合にあっては、１の（４）と同様とする。 

４ 国営事業促進型 

中心経営体農地集積促進事業を行う場合にあっては、国営

農地再編整備事業の農地集積に係る計画の目標年度において

中心経営体集積率が55パーセント以上となること。 

 

第６ 計画の作成 

  農地整備事業に係る要綱第７の１の農村振興局長等が別に定

める書類は、次に定めるとおりとする。 

１ 経営体育成型 

都道府県知事は、経営体育成型を実施しようとするとき

は、次に定めるところにより、市町村から促進計画の提出を

第６ 計画の作成 

  農地整備事業に係る要綱第７の１の農村振興局長等が別に定

める書類は、次に定めるとおりとする。 

１ 経営体育成型 

（１）都道府県知事は、経営体育成型を実施しようとするとき

は、次に定めるところにより、市町村から促進計画の提出



- 16 - 

受けた上で、基盤整備関連経営体育成等促進計画等策定要領

（平成15年４月１日付け14農振第2492号農林水産省農村振興

局長通知）に定める様式により、令第50条第３項の農用地利

用集積促進土地改良整備計画（以下「集積促進整備計画」と

いう。）を作成するものとする。 

（１）集積促進整備計画 

農地整備事業に係る令第50条第３項の農林水産大臣が定

める基準は次のとおりとする。 

ア （略） 

（ア）～（ウ）（略） 

イ （略） 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（２）促進計画 

ア 促進計画は、市町村基本構想に基づき、基盤整備関連

経営体育成等促進計画等策定要領に定める様式により作

を受けた上で、令第50条第３項の農用地利用集積促進土地

改良整備計画（以下「集積促進整備計画」という。）及び必

要に応じて４の高付加価値農業振興計画を作成するものと

する。 

 

ア 集積促進整備計画 

（ア）農地整備事業に係る令第50条第３項の農林水産大臣

が定める基準は次のとおりとする。 

ａ （略） 

（ａ）～（ｃ）（略） 

ｂ （略） 

（イ）集積促進整備計画においては、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

ａ 農業構造改善目標 

ｂ 担い手等の見通し 

ｃ 農地の流動化計画 

ｄ 経営体育成計画又は農地所有適格法人等育成計画 

ｅ 土地利用計画 

ｆ 農業生産基盤整備計画 

（ウ）集積促進整備計画の様式は、基盤整備関連経営体育

成等促進計画等策定要領（平成15年４月１日付け14農

振第2492号農林水産省農村振興局長通知）によるもの

とする。 

イ 促進計画 

（ア）促進計画は、市町村基本構想に基づき作成するも

のとする。 
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成するものとする。 

イ （略） 

ウ 促進計画の目標年度は、生産基盤整備事業等の完了予

定年度の５年後までのいずれかの年度とすることとし、

対象事業の進捗状況に応じて変更することができるもの

とする。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（イ）（略） 

（ウ）促進計画においては、事業実施区域を対象に、次

に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとす

る。 

 

ａ 農業構造再編の目標 

市町村基本構想に沿って、集落における目標年度

において育成すべき経営体の姿、実現すべき農業構

造の目標等について定める。 

ただし、第２の３の（６）に掲げる者を担い手に

含める場合にあっては、地域の農業の担い手に係る

基準が定められなければならない。 

ｂ 農地の流動化計画 

ａに基づき、目標年度までの所有権移転、利用権

設定、農作業受委託等による農地流動化面積の目標

を設定する。 

ｃ 経営体育成計画 

ａに基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指

す経営体の育成等に係る目標を設定する。 

ｄ 農地所有適格法人等育成計画 

ａに基づき、農地所有適格法人等の育成、農業経

営等に係る目標を設定する。 

ｅ 土地利用計画 

優良農地を保全して農業経営等の規模拡大を進め

るとともに、良好な生活環境の施設等の整備に係る
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（削る。） 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

（削る。） 

非農用地の計画的な創出を図るため、集落及び対象

事業実施地区内の農用地全体に係る土地利用計画を

策定する。 

ｆ 農業機械利用計画 

経営規模に見合った適正な農業機械の装備の水準

を確保するため、ａの農業構造再編の目標及びｅの

土地利用計画に基づき、農業機械の利用計画を策定

する。 

ｇ ほ場の整備計画 

営農を考慮したほ場の区画形状、面積、位置等に

ついて、従前地との対比を表示、図示等することに

より作成する。この場合、高生産性ほ場（大区

画）、一般ほ場（標準区画）、労働集約型ほ場（小区

画）等に分割して作成する。 

ｈ 農業生産基盤の整備目標 

農業生産基盤整備の目標を設定する。 

ｉ 関連事業計画 

農地流動化施策、生産の組織化、生産性向上等の

生産対策に係る事業等の導入計画を策定する。 

ｊ 推進体制整備計画 

担い手に農地の集積を図るための推進体制の整備

について、市町村段階及び集落段階の各段階ごとの

組織化及び活動の内容を定める。 

ｋ 営農環境の整備目標 

営農環境整備の目標を設定する。 

ｌ 土地改良施設等の管理計画 
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（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

エ～カ （略） 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

土地改良施設等の将来の適正な管理に係る体制整

備について定める。 

ｍ 農業農村整備事業管理計画 

ｈ及びｋの具体的な年度計画及び事業間調整につ

いて定める。 

ｎ その他必要な事項 

土地利用、景観保全協定等について定める。 

（エ）～（カ） （略） 

（２）第５の１の（１）のアの「基本方針」については、次の

とおりとする。 

ア 基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（ア）集約化の実施に関する基本的な事項 

（イ）集約化を進める区域（農地の保有及び利用の現況、

将来の見通し等からみて認定農業者等に対する集約化

を進めることが特に必要な区域）として設定する区域 

（ウ）集約化の推進体制に関する事項 

（エ）農業経営基盤強化促進法第４条第３項に規定する事

業との連携を予定している場合にあっては、当該事業

との連携に関する事項  

イ 事業実施地区に係る市町村は、基本計画を定めるとき

は、農業委員会等の関係機関と十分に調整するものとす

る。 

ウ 基本方針の様式は、別記様式第１号のとおりとする。  

（３）第５の１の（１）のウの「整備構想」については、次の

とおりとする。 

ア 整備構想は、事業実施区域を対象に次に掲げる事項を
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２ 中山間地域型 

都道府県知事は、中山間地域型を実施しようとするとき

は、１に準じて計画を作成するものとし、この場合、１の

（１）のイの「第５の１の（２）」とあるのは、「第５の２の

（１）のイ」と読み替えるものとする。 

３ （略） 

４ 営農環境整備事業に係る計画 

（１）都道府県知事は、営農環境整備事業を行うときは、必要

に応じ次の事項に係る計画を定めるものとする。 

ア～カ （略） 

（２）（略） 

５ 農業経営高度化計画 

都道府県知事は、農業経営高度化支援事業（国営流域治水

対策型を除く。）を行うときは、別記様式第３号により、農業

経営高度化計画を作成するものとする。 

 

定めるものとする。 

（ア）事業実施区域の概要 

（イ）事業実施区域における農地の現況及び問題点 

（ウ）地域における農業の振興方向 

（エ）整備構想実現のために必要な生産基盤整備の内容 

（オ）その他必要な事項  

イ 整備構想の作成に当たっては、農業委員会、土地改良

区、農業協同組合その他経営体育成型と密接な関係を有

する団体の意見を聴くものとする。 

ウ 整備構想の様式は、別記様式第２号のとおりとする。 

２ 中山間地域型 

都道府県知事は、中山間地域型を実施しようとするとき

は、１に準じて計画を作成するものとし、この場合、１の

（１）のアの（ア）のｂの「第５の１の（２）」とあるのは、

「第５の２の（１）のイ」と読み替えるものとする。 

３ （略） 

４ 営農環境整備事業 

（１）営農環境整備事業にあっては、必要に応じ次の事項に係

る計画を定めるものとする。 

ア～カ （略） 

（２）（略） 

５ 農業経営高度化計画 

都道府県知事は、農地整備事業において、農業経営高度化

支援事業（国営流域治水対策型を除く。）を行うときは、別記

様式第３号により、農業経営高度化計画を作成するものとす

る。 
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６ 水田貯留機能向上計画 

事業実施主体は、水田貯留機能向上支援事業又は水田貯留

機能向上推進事業を行うときは、事業の実施地区ごとに別記

様式第９号により、水田貯留機能向上計画を作成するものと

する。 

 

６ 水田貯留機能向上計画 

事業実施主体は、農地整備事業において、水田貯留機能向

上支援事業又は水田貯留機能向上推進事業を行うときは、事

業の実施地区ごとに別記様式第14号により、水田貯留機能向

上計画を作成するものとする。 

第８ 計画の変更等 

１ 都道府県知事は、次に掲げる理由により、経営体育成型及

び中山間地域型において、促進計画の変更があった場合又は

国営事業促進型において、担い手農地利用集積計画（国営農

地再編整備事業実施要領（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第

158号農林水産省構造改善局長通知）第13又は国営緊急農地再

編整備事業実施要領（平成20年４月１日付け19農振第2057号

農林水産省農村振興局長通知）第４の４に定める計画をい

う。）の変更があった場合には、その内容を踏まえて、集積促

進整備計画（農業経営高度化支援事業を行う場合にあっては

農業経営高度化計画を含む。）の変更を行うとともに、翌年度

の11月末日までに地方農政局長等にその旨を別記様式第６号

により報告するものとする。 

（１）～（４） （略） 

２ 事業実施主体は、経営体育成型、中山間地域型及び国営流

域治水対策型において、水田貯留機能向上計画の変更があっ

た場合には、翌年度の11月末日までに地方農政局長等にその

旨を別記様式第９号により報告するものとする。 

 

第８ 計画の変更等 

１ 都道府県知事は、次に掲げる理由により、経営体育成型及

び中山間地域型において、促進計画の変更があった場合に

は、その内容を踏まえて、集積促進整備計画（農業経営高度

化支援事業を行う場合にあっては農業経営高度化計画を含

む。）の変更を行うとともに、翌年度の11月末日までに地方農

政局長等にその旨を別記様式第６号により報告するものとす

る。 

 

 

 

 

 

（１）～（４） （略） 

２ 事業実施主体は、経営体育成型、中山間地域型及び国営流

域治水対策型において、水田貯留機能向上計画の変更があっ

た場合には、翌年度の11月末日までに地方農政局長等にその

旨を別記様式第14号により報告するものとする。 

 

第９ 事業の達成状況報告 第９ 事業の達成状況報告 
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都道府県知事は、次に定めるところにより、地方農政局長等

に農地整備事業の達成状況について報告するものとする。な

お、国営流域治水対策型及び国営事業促進型において市町村又

は土地改良区が事業実施主体となる場合にあっては、市町村長

又は土地改良区は、事業達成状況を都道府県知事に報告するも

のとし、都道府県知事は、これを基に事業達成状況を地方農政

局長等に報告するものとする。 

１ 促進計画等達成状況報告 

（１）都道府県知事は、農地整備事業の実施に伴う促進計画及

び農業経営高度化計画の達成状況報告に当たっては、生産

基盤整備事業等（国営事業促進型にあっては、国営農地再

編整備事業等）に着手した年度から目標年度（農業経営高

度化支援事業を実施しない地区にあっては、生産基盤整備

事業等の完了年度）までの毎年度その達成状況を調査し、

別記様式第７号により翌年度の９月末日までに地方農政局

長等に行うものとする。 

 

（２）農地整備事業のうち経営体育成型（第５の１の（２）の

ウの要件により採択された事業実施地区を除く。）及び中山

間地域型（第５の２の（１）のイの（ウ）の要件により採

択された事業実施地区を除く。）を実施する場合には、都道

府県知事は、開始年度を含めて３年度目以降促進計画の目

標年度まで、促進計画の担い手への農地の集積又は集約化

に係る達成状況について審査を行い、その結果を、審査を

行う年度の９月末日までに地方農政局長等に報告するもの

とする。 

都道府県知事は、次に定めるところにより、地方農政局長等

に農地整備事業の達成状況について報告するものとする。な

お、国営流域治水対策型及び国営事業促進型において市町村又

は土地改良区が事業実施主体となる場合にあっては、市町村長

又は土地改良区は、事業達成状況を都道府県知事に報告するも

のとし、都道府県知事は、これを基に事業達成状況を地方農政

局長等に報告するものとする。 

１ 促進計画等達成状況報告 

（１）都道府県知事は、農地整備事業の実施に伴う促進計画及

び農業経営高度化計画の達成状況報告に当たっては、生産

基盤整備事業等（国営事業促進型にあっては、国営農地再

編整備事業）に着手した年度から目標年度（農業経営高度

化支援事業を実施しない地区にあっては、生産基盤整備事

業等の完了年度）までの毎年度その達成状況を調査し、別

記様式第７号、別記様式第８号又は別記様式第９号のいず

れかにより翌年度の９月末日までに地方農政局長等に行う

ものとする。 

（２）農地整備事業のうち経営体育成型（第５の１の（２）の

ウの要件により採択された事業実施地区を除く。）及び中山

間地域型（第５の２の（１）のイの（ウ）の要件により採

択された事業実施地区を除く。）を実施する場合には、都道

府県知事は、開始年度を含めて３年度目以降生産基盤整備

事業等の完了年度まで、促進計画の達成状況について審査

を行い、その結果を、審査を行う年度の９月末日までに地

方農政局長等に報告するものとする。 

 



- 23 - 

（３）（２）の審査の結果、促進計画の達成状況に関して、達成

率が 70 パーセントに達しない場合には、都道府県知事は、

適切な改善措置を講ずることとし、その結果を、（２）の審

査を行う年度の翌年度の９月末までに地方農政局長等に報

告するものとする。 

（４）～（７）（略） 

（８）その他地方農政局長等は、本事業の進捗及び達成状況が

十分でないと認められるときは、都道府県知事に対し、改

善措置を講じるよう指導できるものとする。 

（９）都道府県知事は、（８）の指導を受けた場合には、目標の

達成に向けて、適切な改善措置を講ずることとし、その結

果を、指導を受けた年度の翌年度の９月までに地方農政局

長等に報告するものとする。 

２ 農地所有適格法人等経営状況評価報告 

（削る。） 

 

 

 

 

農地整備事業のうち第５の１の（２）のウ又は第５の２の

（１）のイの（ウ）の要件を満たした事業を実施する場合に

は、都道府県知事は、生産基盤整備事業等の完了年度の翌年

度以降５年間、促進計画を踏まえて農地所有適格法人等の経

営状況を毎年度調査し、翌年度の６月末日までに、別記様式

第８号により地方農政局長等に報告するものとする。 

 

（３）（２）の審査の結果、促進計画の達成状況に関して、達成

率が 70 パーセントに達しない場合には、都道府県知事は、

適切な改善措置を講ずることとし、その結果を、２の審査

を行う年度の翌年度の９月末までに地方農政局長等に報告

するものとする。 

（４）～（７）（略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

２ 農地整備事業の達成状況報告 

（１）都道府県知事は、農地整備事業（第３の３の国営流域治

水対策型及び第３の４の国営事業促進型を除く。）の達成状

況報告に当たっては、生産基盤整備事業等の完了年度の３

月末日までに、別記様式第10号、別記様式第11号又は別記

様式第12号のいずれかにより行うものとする。 

（２）農地整備事業のうち第５の１の（２）のウ又は第５の２

の（１）のイの（ウ）の要件を満たした事業を実施する場

合には、都道府県知事は、生産基盤整備事業等の完了年度

の翌年度以降５年間、促進計画を踏まえて農地所有適格法

人等の経営状況を毎年度調査し、翌年度の６月末日まで

に、別記様式第 13 号により地方農政局長等に報告するもの

とする。 
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３ 水田貯留機能向上計画整状況報告 

（１）農地整備事業のうち経営体育成型、中山間地域型及び国

営流域治水対策型の水田貯留機能向上支援事業又は水田貯

留機能向上推進事業を実施する地区にあっては、都道府県

知事は、生産基盤整備事業等の完了年度及び第６の６に示

す水田貯留機能向上計画に位置付けられた目標年度に、水

田貯留機能向上の取組の実施状況を調査し、翌年度の６月

末日までに、別記様式第 10 号により地方農政局長等に報告

するものとする。 

（２）（略） 

 

３ 水田貯留機能向上計画整状況報告 

（１）農地整備事業のうち経営体育成型、中山間地域型及び国

営流域治水対策型の水田貯留機能向上支援事業又は水田貯

留機能向上推進事業を実施する地区にあっては、都道府県

知事は、生産基盤整備事業等の完了年度及び第６の７に示

す水田貯留機能向上計画に位置付けられた目標年度に、水

田貯留機能向上の取組の実施状況を調査し、翌年度の６月

末日までに、別記様式第 15 号により地方農政局長等に報告

するものとする。 

（２）（略） 

 

第 10 助成 

１・２ （略） 

３ 高度土地利用調整事業のうち指導事業の助成は、生産基盤

整備事業等の開始年度から促進計画に定める目標年度までに

おいて実施するものとする。 

 

 

 

 

４ 高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業の助成は、５

に規定する助成の限度額の範囲内において、生産基盤整備事

業等の開始年度から促進計画に定める目標年度までにおいて

実施するものとする。 

 

 

 

第 10 助成 

１・２ （略） 

３ 高度土地利用調整事業のうち指導事業の助成は、生産基盤

整備事業等の開始年度から促進計画に定める目標年度までに

おいて実施するものとする。また、水田貯留機能向上支援事

業のうち指導事業の助成は、５に規定する助成の限度額の範

囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度から水田貯留

機能向上計画に定める目標年度までにおいて実施するものと

する。 

４ 高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業の助成は、５

に規定する助成の限度額の範囲内において、生産基盤整備事

業等の開始年度から促進計画に定める目標年度までにおいて

実施するものとする。また、水田貯留機能向上支援事業のう

ち調査・調整事業の助成は、５に規定する助成の限度額の範

囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度から水田貯留

機能向上計画に定める目標年度までにおいて実施するものと
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５ ４に掲げる高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業並

びに９に掲げる水田貯留機能向上支援事業のうち指導事業及

び調査・調整事業の助成の限度額は、当該事業の受益面積ご

とに区分する次の基準額に事業の実施年数を乗じた額とす

る。 

（１）～（３）（略） 

６ 中心経営体農地集積促進事業の助成は、促進計画又は国営

農地再編整備事業等の農地集積に係る計画に定める目標年度

までに第５の１の（４）、第５の２の（１）のエ若しくは第５

の４に定める要件を満たしている場合に行うものとする。 

７ 中心経営体農地集積促進事業の助成の限度額は以下のとお

りとする。 

（１）（略） 

（２）国営事業促進型において実施する中心経営体農地集積促

進事業にあっては、国営農地再編整備事業等の総事業費に

別表３の区分の欄の２に示す助成割合を乗じた額とする。 

８ （略） 

９ 水田貯留機能向上支援事業のうち指導事業及び調査・調整

事業の助成は、それぞれ５の限度額の範囲内において、農業

生産基盤整備事業等の開始年度から水田貯留機能向上計画に

定める目標年度までにおいて実施するものとする。 

10・11 （略） 

 

する。 

５ ４に掲げる調査・調整事業の助成の限度額は、当該事業の

受益面積ごとに区分する次の基準額に調整事業の実施年数を

乗じた額とする。 

 

 

（１）～（３）（略） 

６ 中心経営体農地集積促進事業の助成は、促進計画又は国営

農地再編整備事業の農地集積に係る計画に定める目標年度ま

でに第５の１の（３）、第５の２の（１）のウ若しくは第５の

４に定める要件を満たしている場合に行うものとする。 

７ 中心経営体農地集積促進事業の助成の限度額は以下のとお

りとする。 

（１）（略） 

（２）国営事業促進型において実施する中心経営体農地集積促

進事業にあっては、国営農地再編整備事業の総事業費に別

表３の区分の欄の２に示す助成割合を乗じた額とする。 

８ （略） 

（新設） 

 

 

 

９・10 （略） 

 

第11 その他 

１・２ （略） 

３ 第10の７及び８の「生産基盤整備事業等の総事業費」のう

第11 その他 

１・２ （略） 

３ 第10の７及び８の「生産基盤整備事業等の総事業費」のう
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ち生産基盤整備事業及び国営農地再編整備事業等の総事業費

は、土地改良事業計画に定められた主要工事計画等の全体の

総事業費であるので、中心経営体農地集積促進事業、耕地利

用高度化推進事業及び水田貯留機能向上推進事業の助成の限

度額算定に当たっては留意されたい。 

４ 事業の計画に当たっては、事業実施主体は、自動走行農機

等に対応した農地整備の手引き（令和２年２月農林水産省策

定）等を活用しながら、地域での話合いを促しつつ、可能な

限り省力化が図られるように努めるものとする。 

５・６ （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ち生産基盤整備事業及び国営農地再編整備事業の総事業費

は、土地改良事業計画に定められた主要工事計画等の全体の

総事業費であるので、中心経営体農地集積促進事業、耕地利

用高度化推進事業及び水田貯留機能向上推進事業の助成の限

度額算定に当たっては留意されたい。 

（新設） 

 

 

 

４・５ （略） 
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※ 当該事業の受益面積に占める水田及び畑作物（経営所得安定対策等実施要綱の別紙２に規定する畑作物）

を作付けする畑地を合わせた面積の割合がおおむね８割以上ではない場合は、50 パーセントとする。 
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別記様式第２号（２/２） 

 

別記様式第２号（２/２） 

 
 

別記様式第３号 

農業経営高度化計画 

１. 生産基盤整備事業等（国営事業促進型にあっては、国営農地

再編整備事業等）の概要 （略） 

２．農業経営高度化支援事業の概要 

（１）・（２）（略） 

 

別記様式第３号 

農業経営高度化計画 

１. 生産基盤整備事業等（国営事業促進型にあっては、国営農地

再編整備事業）の概要 （略）  

２．農業経営高度化支援事業の概要 

（１）・（２）（略） 

（削る。） 
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（削る。） 
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イ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ （略） 

 

 



- 36 - 

ウ 中心経営体農地促進事業の実績 

中心経営体農地促進事業において、通年施行により、農

地の集積・集約化の促進支援をする場合にあっては、次の

工事工程計画を作成する。 

（略） 

 

ウ 農業経営高度化促進事業の実績 

農業経営高度化促進事業において、通年施行により、農

地の集積・集約化の促進支援をする場合にあっては、次の

工事工程計画を作成する。 

（略） 

 

  

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設） 
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(新設） 

 

 

(新設） 
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（３）担い手育成の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）担い手育成の実績 
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（新設） 
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（新設） 
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（削る。）  
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（削る。）  
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（削る。） 
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（削る。）  
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（削る。）  
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別記様式第８号 （略） 別記様式第 13号 （略） 

 

１～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

１～４ （略） 
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別紙２（実施計画等策定事業に係る運用） 

 

別紙２（実施計画等策定事業に係る運用） 

 

第６ 事業の申請等 

１・２ （略） 

３ 都道府県知事は、第２の２の経営体育成促進換地等調整事

業が採択された場合、事業実施主体に採択の決定を通知する

ものとする。 

４ （略） 

 

第６ 事業の申請等 

１・２ （略） 

３ 都道府県知事は、第２の２の経営体育成促進換地等調整が

採択された場合、事業実施主体に採択の決定を通知するもの

とする。 

４ （略） 
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（別添３） 

経営体育成促進換地等調整調書 

 

（注）１ 「業務項目」欄には、経営体育成促進換地等調整事業実施要領（平成６年６月23日付け

６構改Ｂ第637号農林水産省構造改善局長通知）４の業務項目の番号を、本事業を単年度

で実施する場合は「１年度」欄に、複数年にわたって実施する場合はそれぞれの年度の欄

にそれぞれ記載する。 

２ （略） 

（別添３） 

経営体育成促進換地等調整調書 

 

（注）１ 「業務項目」欄には、経営体育成促進換地等調整事業実施要領（平成６年６月23日付け

６構改Ｂ第677号農林水産省構造改善局長通知）４の業務項目の番号を、本事業を単年度

で実施する場合は「１年度」欄に、複数年にわたって実施する場合はそれぞれの年度の欄

にそれぞれ記載する。 

２ （略） 
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別紙３（草地畜産基盤整備事業に係る運用） 

 

別紙３（草地畜産基盤整備事業に係る運用 

 

第２ 用語の定義 

草地畜産基盤整備事業（この別紙において「本事業」とい

う。）において、団地、草地の造成改良、草地の整備改良、野

草地改良、放牧用林地整備、農業者の組織体、担い手、受益草

地等、中山間地域、農地所有適格法人に準ずる法人、構成員、

家畜飼養頭羽数及び飼料自給率とは、それぞれ次の内容のもの

をいうものとする。 

１～６ （略） 

７ 担い手 

次に定める基準のいずれかを満たす経営体をいう。 

（１）認定農業者（農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第

65号。この別紙において「基盤強化法」という。）第 12 

条第１項に基づき、市町村から経営改善計画の認定を受け

た経営体又は農業経営基盤強化促進法第 23条第４項に規定

する特定農業法人をいう。）であること。 

（２）認定新規就農者（基盤強化法第 14条の４に基づき、市町

村から青年等収納計画の認定を受けた経営体をいう。）で

あること。 

（３）集落営農組織（農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律（平成 18年法律第 88号）第２

条第４項第１号ハに定める組織をいう。）であること。 

（４）市町村基本構想水準到達者（年間所得、営農類型、経営

規模等から判断して市町村基本構想（基盤強化法第６条第

１項に規定する基本構想をいう。以下同じ。）における効

率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみ

なせる経営体をいう。）であること。 

（５）地域計画（基盤強化法第 19 条に規定する地域計画をい

う。）のうち目標地図（基盤強化法第 19条第３項の地図を

第２ 用語の定義 

草地畜産基盤整備事業（この別紙において「本事業」とい

う。）において、団地、草地の造成改良、草地の整備改良、野

草地改良、放牧用林地整備、農業者の組織体、受益草地等、中

山間地域、農地所有適格法人に準じる法人、構成員、家畜飼養

頭羽数及び飼料自給率とは、それぞれ次の内容のものをいうも

のとする。 

１～６ （略） 

（新設） 
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いう。）に位置付けられた者（認定農業者、認定新規就農

者、集落営農組織、市町村基本構想水準到達者及び市町村

が認める者。）であること。 

（６）その他担い手として育成すべきと市町村が認めた者であ

ること。この場合、地域の農業の担い手に係る基準が定め

られなければならない。 

８～13 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

７～12 （略） 

 

第４ 事業の内容等 

１ 本事業は、草地に立脚した畜産経営の展開を図るため、第

５に掲げる畜産活性化計画（この別紙において「活性化計

画」という。）に基づき作成された草地畜産基盤整備事業実

施計画（この別紙において「事業実施計画」という。）によ

り整備を行う草地（主に永年牧草専用地として利用する土地

をいい、飼料畑、野草地を含む。）を造成改良し、又は整備

改良する事業と併せ、草地の利用に必要な施設若しくは機械

を設置し、又は導入する事業であって、地域における草地そ

の他の畜産基盤を総合的に整備する事業とし、その種類、事

業内容、実施要件等は、次に掲げるとおりとする。 

 

種類 事業内容及び実施要件等 

草

地

整

備

型 

道

営

草

地

整

備

事

業 

道営草地整備事業は、大型機械化体系に

対応した効率的な草地への整備を推進し、

既存草地の整備改良による生産性の向上と

効率的な草地への転換を行い、担い手を中

心とした土地利用型畜産体系の確立を図る

ための生産基盤の整備とし、次に掲げる要

件の全てに該当するものであること。 

 

 

第４ 事業の内容等 

１ 本事業は、草地に立脚した畜産経営の展開を図るため、第

５に掲げる畜産活性化計画（この別紙において「活性化計

画」という。）に基づき作成された草地畜産基盤整備事業実

施計画（この別紙において「事業実施計画」という。）によ

り整備を行う草地（主に永年牧草専用地として利用する土地

をいい、飼料畑、野草地を含む。）を造成改良し、又は整備

改良する事業と併せ、草地の利用に必要な施設若しくは機械

を設置し、又は導入する事業であって、地域における草地そ

の他の畜産基盤を総合的に整備する事業とし、その種類、事

業内容、実施要件等は、次に掲げるとおりとする。 

 

種類 事業内容及び実施要件等 

草

地

整

備

型 

道

営

草

地

整

備

事

業 

道営草地整備事業は、大型機械化体系に

対応した効率的な草地への整備を推進し、

既存草地の整備改良による生産性の向上と

効率的な草地への転換を行い、農業経営基

盤強化促進法（昭和55年法律第65号。この

別紙において「基盤強化法」という。）第

12条第１項に規定する農業経営改善計画の

認定を受けた者又は受けることが確実と見

込まれる者（その地域において効率的かつ
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（１）～（３） （略） 

公

共

牧

場

整

備

事

業 

（略） 

（略） （略） 

 

２ 本事業の事業主体は、次の表の(1)に掲げるものとし、事業

参加資格者は次の表の(2)に掲げる全ての要件を満たすものと

する。 

種類 事業内容及び実施要件等 

草

地

整

備

型 

道

営

草

地

整

備

事

（１）（略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる

者とする。 

ア  （略） 

イ 担い手又は活性化計画に示された者 

とする。 

ウ  （略） 

安定的な農業経営を営むと見込まれる者又

はこれらと一体となって飼料生産を営む者

）をいう。（この別紙において「担い手」

という。）を中心とした土地利用型畜産体

系の確立を図るための生産基盤の整備とし

、次に掲げる要件の全てに該当するもので

あること。 

（１）～（３） （略） 

公

共

牧

場

整

備

事

業 

（略） 

（略） （略） 

 

２ 本事業の事業主体は、次の表の(1)に掲げるものとし、事業

参加資格者は次の表の(2)に掲げる全ての要件を満たすものと

する。 

種類 事業内容及び実施要件等 

草

地

整

備

型 

道

営

草

地

整

備

事

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる

者とする。 

ア  （略） 

イ 担い手（活性化計画に示された者） 

とする。 

ウ  （略） 
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業 

公

共

牧

場

整

備

事

業 

（略） 

 

畜

産

担

い

手

総

合

整

備

型 

飼

料

基

盤

集

積

整

備

事

業 

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる

者とする。 

ア・イ （略） 

ウ 担い手又は活性化計画に示された者 

とする。 

エ （略） 

再

編

整

備

事

業 

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる

者とする。 

ア～ウ （略） 

エ 担い手又は活性化計画に示された者 

とする。 

オ （略） 

草地整

備利用

促進事

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる者

とする。 

業 

公

共

牧

場

整

備

事

業 

（略） 

 

畜

産

担

い

手

総

合

整

備

型 

飼

料

基

盤

集

積

整

備

事

業 

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる

者とする。 

ア・イ （略） 

ウ 担い手（活性化計画に示された者） 

とする。 

エ （略） 

再

編

整

備

事

業 

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる

者とする。 

ア～ウ （略） 

エ 担い手（活性化計画に示された者） 

とする。 

オ （略） 

草地整

備利用

促進事

（１） （略） 

（２）本事業の参加資格者は、次に掲げる者

とする。 
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業 ア  （略） 

イ 担い手又は活性化計画に示された者 

とする。 

ウ  （略） 
 

業 ア  （略） 

イ 担い手（活性化計画に示された者） 

とする。 

ウ  （略） 
 

 

 

 

 

 

 

第７ 事業実施計画の採択申請及び採択手続 

 １～８ （略） 

 ９ 前項の審査の基準については、第４に定めるもののほか、

次の各号に掲げる条件に照らして行うものとする。 

 （１）～（４） （略） 

 （５）活性化計画に定める農地流動化計画（飼料基盤集積整備

事業に限る。）の達成が見込まれること。 

 

第７ 事業実施計画の採択申請及び採択手続 

 １～８ （略） 

 ９ 前項の審査の基準については、第４に定めるもののほか、

次の各号に掲げる条件に照らして行うものとする。 

 （１）～（４） （略） 

 （５）活性化計画に定める農地流動化計画（飼料基盤集積型に

限る）の達成が見込まれること。 

 

（採択申請書様式） 

 

番   号  

年 月 日  

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては、北海道開発局経由農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 

都道府県知事名 

 

農業競争力強化農地整備事業（○○○）採択申請書 

 

下記のとおり令和○○年度新規事業を実施したいので、農業競

争力強化農地整備事業実施要綱（平成 30年３月 30日付け 29農振

第 2604号）第７の１の規定に基づき、次に掲げる資料を添えて申

（採択申請書様式） 

 

番   号  

年 月 日  

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては、北海道開発局経由農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 

都道府県知事名 

 

農業競争力強化農地整備事業（○○○）採択申請書 

 

下記のとおり令和○○年度新規事業を実施したいので、農業競

争力強化農地整備事業実施要綱（平成 30年３月 30日付け 29農振

第 2604号）第７の１の規定に基づき、次に掲げる資料を添えて申
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請します。 

 

１．事業計画概要書 

２．農業競争力強化基盤整備計画 

３．その他 

           記 

 

事業型  
都道府 

県 名 

地 区 

名 

所 在 

地 

受益面

積 

総事業

費 
備 考 

草地畜産

基盤整備

事業 

（草地整

備型） 

  
 

ha 百万円   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請します。 

 

１．事業計画概要書 

２．農業競争力強化農地整備計画 

３．その他 

             記 

                 

事業型  
都道府 

県 名 

地 区 

名 

所 在 

地 

受益面

積 

総事業

費 
備 考 

草地畜産

基盤整備

事業 

（草地整

備型） 

  
 

ha 百万円   
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別紙４（農村環境計画策定事業に係る運用） 

 

別紙４（農村環境計画策定事業に係る運用） 

 

第２ 事業の内容 

１ 現況調査 

（１）農村環境計画（都道府県知事が策定した農業農村整備環

境対策指針（以下「環境対策指針」という。）に基づき、市

町村又は都道府県が策定する環境に配慮した農業農村整備

事業実施の基本構想をいう。以下同じ。）の策定対象地域の

自然環境及び社会環境について現況を調査する事業をい

う。 

（２）（略） 

２ （略） 

 

第２ 事業の内容 

１ 現況調査 

（１）農村環境計画（都道府県知事が策定した農業農村整備環

境対策指針（以下この別紙において「環境対策指針」とい

う。）に基づき、市町村又は都道府県が策定する環境に配慮

した農業農村整備事業実施の基本構想をいう。以下この別

紙において同じ。）の策定対象地域の自然環境及び社会環境

について現況を調査する事業をいう。 

（２）（略） 

２ （略） 

 

第３ 事業の対象地域 

事業の対象地域は、農地整備事業、草地畜産基盤整備事業若

しくは農業基盤整備促進事業又は水利施設等保全高度化事業実

施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2703 号農林水産省

農村振興局長通知）の別紙１の水利施設整備事業若しくは別紙

２の畑地帯総合整備事業のいずれかの事業（以下「対象事業」

という。）を環境に配慮して実施するに当たって、農村環境計画

又は田園環境整備マスタープラン（「田園環境整備マスタープラ

ンの作成等に関する要領の制定について（平成 14 年２月 14 日

付け 13 農振第 2513 号農村振興局長・生産局長通知）」第３の１

に定める田園環境整備マスタープランをいう。）が未策定の地域

又はこれらの計画の変更が必要な地域とする。 

 

第３ 事業の対象地域 

事業の対象地域は、農地整備事業、草地畜産基盤整備事業、

又は水利施設等保全高度化事業実施要領（平成30年３月30日付

け29農振第2703号農林水産省農村振興局長通知）の別紙１の水

利施設整備事業、若しくは別紙２の畑地帯総合整備事業のいず

れかの事業（以下「対象事業」という。）を環境に配慮して実施

するに当たって、農村環境計画又は田園環境整備マスタープラ

ン（「田園環境整備マスタープランの作成等に関する要領の制定

について（平成14年２月14日付け13農振第2513号農村振興局

長・生産局長通知）」第３の１に定める田園環境整備マスタープ

ランをいう。）が未策定の地域又はこれらの計画の変更が必要な

地域とする。 

第６ 採択要件 

農村環境計画策定事業に係る要綱第６の１の農村振興局長等

が別に定める要件とは、次に定めるとおりとする。 

第６ 採択要件 

農村環境計画策定事業に係る要綱第６の３の農村振興局長等

が別に定める要件とは、次に定めるとおりとする。 



- 72 - 

１・２ （略） 

 

１・２ （略） 

 

第10 助成 

農村環境計画策定事業に係る要綱８の経費とは、別記に掲げ

る費用とする。 

 

第10 助成 

農村環境計画等策定事業に係る要綱８の経費とは、別記に掲

げる費用とする。 

別記様式第１号（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記様式第１号）（略） 
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別記様式第４号（略） 

 

 

 

（別記様式第４号）（略） 
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別紙５（農業基盤整備促進事業に係る運用） 

 

別紙５（農業基盤整備促進事業に係る運用） 

 

第３ 事業実施主体 

１ 本事業の実施主体は、次のとおりとする。 

（１）・（２）（略） 

（３）農業者等の組織する団体（以下「農業者団体」とい

う。） 

２・３ （略） 

 

第３ 事業実施主体 

１ 本事業の実施主体は、次のとおりとする。 

（１）・（２）（略） 

（３）農業者等の組織する団体（この別紙において「農業者団

体」という。） 

２・３ （略） 

 

第４ 計画の作成 

１ 事業実施主体は、別記様式第１号により農業基盤整備計画

を地区ごとに作成するものとする。 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

（削る。） 

 

２・３ （略） 

 

第４ 計画の作成 

１ 事業実施主体は、次に掲げる事項を記載した農業基盤整備

計画を地区ごとに作成するものとする。 

（１）農業競争力強化に向けた取組方針 

（２）事業実施期間 

（３）基盤整備の概要 

（４）基盤整備の計画 

（５）農地防災事業の実施 

（６）費用負担の方法 

（７）施設の予定管理者及び予定管理方法 

（８）その他必要な事項 

２ 農業基盤整備計画は、別記様式第１号により作成するもの

とする。 

３・４ （略） 

 

第６ 事業の申請等 

１ 市町村又は農業者団体が事業実施主体となる場合の事業採

第６ 事業の申請等 

１ 市町村又は農業者団体が事業実施主体となる場合の事業採
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択の申請については、以下のとおりとする。 

（１）市町村長又は農業者団体は、都道府県が指定する期日ま

でに、第４により作成された農業基盤整備計画を都道府県

知事に提出し、都道府県知事はこれを確認の上、２に定め

る場合を除き、事業の採択を希望する年度の前年度の11月

末日までに、地方農政局長等(北海道にあっては国土交通省

北海道開発局長を経由して農村振興局長、沖縄県にあって

は内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地

方農政局長。以下同じ。）に事業採択申請書等を提出するも

のとする。 

（２）（略） 

２～６ （略） 

 

択の申請については、以下のとおりとする。 

（１）市町村長又は農業者団体は、都道府県が指定する期日ま

でに、第４により作成された農業基盤整備計画を都道府県

知事に提出し、都道府県知事はこれを確認の上、農村振興

局長が別に定める場合を除き、事業の採択を希望する年度

の前年度の11月末日までに、地方農政局長等(北海道にあっ

ては国土交通省北海道開発局長を経由して農村振興局長、

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府

県にあっては地方農政局長。以下同じ。）に事業採択申請書

等を提出するものとする。 

（２）（略） 

２～６ （略） 

 

第10 その他 

１～５（略） 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

第10 その他 

１～５（略） 

６ 事業の着手は、原則として、国からの補助金交付決定通知

を受けて行うものとする。ただし、やむを得ない事情によ

り、補助金交付決定の前に着手する必要がある場合には、そ

の理由を具体的に明記した交付決定前着手届（別記様式第７

号）をあらかじめ地方農政局長等に提出するものとする。 

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31

農地第3966号農林水産事務次官依命通知）第３の規定による

申請書の別紙第３の備考欄に着手年月日及び交付決定前着手

届の文書番号を記載するものとする。 

７ （略） 
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７ ６により補助金の返還措置を講ずる場合の補助金の返還額

の算定方法は、以下のとおりとする。 

補助金返還金＝Ａ×Ｃ／Ｂ 

     ただし、Ａ：返還対象補助金の総額 

         Ｂ：受益地の総面積 

Ｃ：転用受益地の面積 

８～12 （略） 

13 水田貯留機能の向上を目的として、次の（１）の内容及び

（１）と密接な関連があり一体的に実施する（２）の内容を

実施する場合、別紙１別記様式第９号に規定する水田貯留機

能向上計画を策定することとする。 

（１）・（２）（略） 

14 13の実施に当たっては、受益面積の50パーセント以上で水

田貯留機能の向上に向けた取組が実施又は実施見込みである

とともに、別紙１第５の１の（５）のアからウに掲げるいず

れかの流域治水対策を実施する地域で実施すること。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ ７により補助金の返還措置を講ずる場合の補助金の返還額

の算定方法は、以下のとおりとする。 

補助金返還金＝Ａ×Ｃ／Ｂ 

     ただし、Ａ：返還対象補助金の総額 

         Ｂ：受益地の総面積 

Ｃ：転用受益地の面積 

９～13 （略） 

14 水田貯留機能の向上を目的として、次の（１）の内容及び

（１）と密接な関連があり一体的に実施する（２）の内容を

実施する場合、別紙１別記様式第14号に規定する水田貯留機

能向上計画を策定することとする。 

（１）・（２）（略） 

15 14の実施に当たっては、受益面積の50パーセント以上で水

田貯留機能の向上に向けた取組が実施又は実施見込みである

とともに、以下に掲げるいずれかの流域治水対策を実施する

地域で実施すること。 

（１）流域治水プロジェクト（次に掲げる通知に基づき策定・

公表又は推進する「流域治水プロジェクト」をいう。）が策

定若しくは改定された水系又は事業実施年度中に策定若し

くは改定される見込みの水系で実施するもの 

ア 流域治水プロジェクトの推進について（令和２年６月

10日付け国水河計第16号・国水環第26号・国水治第30

号・国水下事第19号・国水下流第12号国土交通省水管

理・国土保全局河川計画課長・河川環境課長・治水課

長・下水道部下水道事業課長・流域管理官連名通知） 

イ 二級水系における流域治水プロジェクトの推進につい
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（削る。） 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

て（令和２年10月27日付け国水河計第39号・国水環第61

号・国水治第85号・国水下事第38号・国水下流第26号国

土交通省水管理・国土保全局河川計画課長・河川環境課

長・治水課長・下水道部下水道事業課長・流域管理官連

名通知） 

（２）治水協定（既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本

方針（令和元年12月12日既存ダムの洪水調節機能強化に向

けた検討会議決定）に基づき締結される協定をいう。）の締

結が完了している水系又は事業実施年度中に締結される見

込みの水系で実施するもの 

（３）地方公共団体が策定若しくは締結する防災に係る計画若

しくは協定に位置付けられたもの又は事業実施年度中に位

置付けられる見込みのもの 

 

別表２  

事業種類 
事業 

内容等 

助成単価 

１．通常

の助成

単価(※

１) 

２．集約

化加算

単価(※

１） 

（１）田の区画

拡大（水路の

変更を伴わな

いもの） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差 10cm 超、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

別表２  

事業種類 
事業 

内容等 

助成単価 

１．通常

の助成

単価(※

１) 

２．集約

化加算

単価(※

１） 

（１）田の区画

拡大（水路の

変更を伴わな

いもの） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差が10cmを超える

場合であって表土扱い

を行う場合 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行う場合 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行わない場合 

（略） （略） （略） 
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（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）田の区画

拡大（水路の

変更を伴うも

の） 

水路で隣接するほ場の

高低差 10cm 超、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

（３）畑の区画

拡大（水路の

変更を伴わな

いもの） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差 10cm 超、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）畑の区画

拡大（水路の

変更を伴うも

の） 

水路で隣接するほ場の

高低差 10cm 超、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差 10cm 以下、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）田の区画

拡大（水路の

変更を伴うも

の） 

水路で隣接するほ場の

高低差が10cmを超える

場合であって表土扱い

を行う場合 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行う場合 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行わない場合 

（略） （略） （略） 

（３）畑の区画

拡大（水路の

変更を伴わな

いもの） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差が10cmを超える

場合であって表土扱い

を行う場合 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行う場合 

（略） （略） （略） 

畦畔で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行わない場合 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）畑の区画

拡大（水路の

変更を伴うも

の） 

水路で隣接するほ場の

高低差が10cmを超える

場合であって表土扱い

を行う場合 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行う場合 

（略） （略） （略） 

水路で隣接するほ場の

高低差が10cm以下の場

合であって表土扱いを

行わない場合 

（略） （略） （略） 
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（５）暗渠排水 

バックホウ工法、 

表土扱いあり 

 

（略） （略） （略） 

バックホウ工法、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

トレンチャ工法、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

掘削同時埋設工法、 

表土扱いなし 

 

（略） （略） （略） 

（６）湧水処理 
表土扱いあり （略） （略） （略） 

表土扱いなし （略） （略） （略） 

（７）末端畑地

かんがい施設 

樹園地 （略） （略） （略） 

樹園地以外の畑地 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

給水栓設置のみ （略） （略） （略） 

（削る。）    

（８）土層改良 

（ア）反転耕 （略） （略） （略） 

（イ）混層耕 （略） （略） （略） 

（ウ）堆肥施用 （略） （略） （略） 

（エ）明渠排水 （略） （略） （略） 

（オ）客土 （略） （略） （略） 

（カ）除礫 （略） （略） （略） 

（削る。）    

（９）更新整備 

（ア）用水路 （略） （略） （略） 

（イ）排水路 （略） （略） （略） 

（ウ）農作業道 （略） （略） （略） 

（エ）畦畔 （略） （略） （略） 

（オ）排水口 （略） （略） （略） 

（カ）特認事業 （略） （略） （略） 

（削る。）    

（10）畑作転換

工 

（ア）額縁排水溝 （略） （略） （略） 

（イ）酸度矯正 （略） （略） （略） 

 注）（略） 

 ※１ （略） 

 ※２ 助成額は、受益面積のうち１アール未満又は施工延長のうち10メートル未満

を、一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。また、定額助成の事業種

類の欄（９）にあっては、施工延長のうち10メートル未満を切り捨てて算出する

（５）暗渠排水 

バックホウ工法を用

い、表土扱いを行う場

合 

（略） （略） （略） 

バックホウ工法を用

い、表土扱いを行わな

い場合 

（略） （略） （略） 

トレンチャ工法を用

い、表土扱いを行わな

い場合 

（略） （略） （略） 

掘削同時埋設工法を用

い、表土扱いを行わな

い場合 

（略） （略） （略） 

（６）湧水処理 
表土扱いを行う場合 （略） （略） （略） 

表土扱いを行わない場合 （略） （略） （略） 

（７）末端畑地

かんがい施設 

樹園地の場合 （略） （略） （略） 

樹園地以外の畑地の場合 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

給水栓設置のみの場合 （略） （略） （略） 

（８）土層改良    

（新設） （ア）反転耕 （略） （略） （略） 

（イ）混層耕 （略） （略） （略） 

（ウ）堆肥施用 （略） （略） （略） 

（エ）明渠排水 （略） （略） （略） 

（オ）客土 （略） （略） （略） 

（カ）除礫 （略） （略） （略） 

（９）更新整備    

（新設） （ア）用水路 （略） （略） （略） 

（イ）排水路 （略） （略） （略） 

（ウ）農作業道 （略） （略） （略） 

（エ）畦畔 （略） （略） （略） 

（オ）排水口 （略） （略） （略） 

（カ）特認事業 （略） （略） （略） 

（10）畑作転換工    

（新設） （ア）額縁排水溝 （略） （略） （略） 

（イ）酸度矯正 （略） （略） （略） 

 注）（略） 

 ※１ （略） 

 ※２ 助成額は、受益面積のうち１アール未満又は施工延長のうち10メートル未満

を、一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。また、定額助成の事業種

類の欄（11）にあっては、施工延長のうち10メートル未満を切り捨てて算出する
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ものとする。 

 ※３～※６ （略） 

 ※７ （５）については、農地の区画の形状等により吸水渠（本暗渠管）の間隔

（Ｌ）が10メートル以外となる場合には、下式により受益面積（Ａ）を割り引い

て助成額を算出するものとする。 

助成額＝Ａ×10／Ｌ×助成単価 

 ※８ （略） 

ものとする。 

 ※３～※６ （略） 

 ※７ （５）については、農地の区画の形状等により吸水渠（本暗渠管）の間隔

（Ｌ）が10メートル以外となる場合には、下式により助成額を算出するものとす

る。 

助成額＝Ａ×10／Ｌ×助成単価 

 ※８ （略） 

 

 

【定額助成の事業達成状況の報告に係る添付写真】（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定額助成の事業達成状況の報告に係る添付写真】（略） 
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【定額助成の実施計画（事業達成状況報告）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定額助成の実施計画（事業達成状況報告）】 
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附 則 

１ この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 農業競争力強化農地整備事業実施要領の一部改正について（令和３年４月１日付け２農振第3714号・２生畜第2365号農林水産省農

（削る。） 
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村振興局長・生産局長連名通知)による改正前の別紙１－１の第３の４の規定により実施されている中山間傾斜農地型について、令和

２年度以前に採択され、令和３年度以降も実施することを予定している事業については、なお従前の例による。 

３ この通知による改正後の第４の２、第５の３及び４、様式２並びに別紙１の第２の３、第５の１の（２）及び（３）、第５の２の

（１）のイ及びウ、第５の４、第９の１の（２）、（８）及び（９）、別表２及び別表３並びに別記様式第７号の２の（４）については、

令和６年度以降に本事業の実施に向けた計画策定に着手する地区（別紙２に定める実施計画等策定事業又はこれに類する事業を行う

地区をいう。国営事業促進型にあっては、国営農地再編整備事業等の地区調査に着手する地区をいう。）又は令和９年度以降に採択す

る地区（国営事業促進型にあっては、国営農地再編整備事業等を採択する地区をいう。）について適用し、その他の地区については、

なお従前の例による。 

 


